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福島県における「外国人雇用状況」の届出状況 
（平成 30年 10月末現在） 

 

外国人雇用状況の届出制度は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活

の充実等に関する法律」に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を図ることを目的と

して創設されたものです。 

すべての事業主は、外国人労働者（特別永住者及び在留資格「外交」「公用」の者を除く。以下同

じ。）の雇入れ・離職時に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生

労働大臣（ハローワーク）に届け出ることが義務付けられています。 

今般、福島県における平成 30 年 10 月末現在の届出状況について、集計結果をとりまとめました

のでお知らせします。 

 

【届出状況のポイント】 

○ 外国人労働者数は8,130人と前年6,914人に対して17.6％増加している。（第1図） 

○ 外国人労働者を雇用している事業所数は1,544事業所と前年1,401事業所に対して10.2％増加して

いる。（第1図） 

○ 国籍別にみると、ベトナムが最も多く2,325人で全体の28.6％を占め、次いで中国1,863人(同22.9

％）、フィリピン1,461人（同18.0％）、ネパール579人（同7.1％）、インドネシア292人（同3.6

％）、他となっている。（第2図） 

○ 在留資格別にみると、「技能実習」が3,337人と最も多く、次いで「身分に基づく在留資格」2,502

人、「資格外活動」が1,093人、「専門的・技術的分野」が1,031人、他となっている。（第3図） 

○ 東日本大震災及び東京電力福島第１原子力発電所事故（以下「震災等」という。）の影響により、

平成22年10月末時点の外国人労働者数である3,767人に対して、平成23年10月末時点では2,493人と

対前年比で33.8％と大幅な減少がみられた。その後、平成24年10月末現在では2,812人（対前年比 

12.8％増）と増加に転じ、今回の公表では、8,130人と震災前(平成22年10月末）と比較した場合、

  115.8％増加している。（第1図） 

※内容の詳細は次ページ後の「「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】（平成30年10月末現在）」参照 

※当該数値は平成 30 年 10 月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したもので、外国人

労働者全数とは必ずしも一致しません。 
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「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】(平成30年10月末現在)  

 

１ 外国人を雇用している事業所数と外国人労働者数（第1図） 

外国人を雇用している事業所数は1,544事業所(前年1,401事業所、対前年比10.2％増加)であり、

外国人労働者数は8,130人(前年6,914人、対前年比17.6％増加)であった。 

 

 

 

 

２ 国籍別外国人労働者の割合（第2図） 

  国籍別の外国人労働者数は、ベトナムが最も多く 2,325 人で全体の 28.6%を占め、次いで中国

1,863 人（同 22.9％）、フィリピン1,461 人（同 18.0％）、ネパール579 人（同 7.1％）、イン

ドネシア292人（同 3.6％）、韓国190 人（同 2.3%）となり、前述のアジア地域で6,710 人と全

体の82.5％を占めている。[別表１] 
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３ 在留資格別外国人労働者の割合（第3図） 

在留資格別では、「技能実習」が3,337人で41.0％を占め、次いで「身分に基づく在留資格」  

2,502人（同30.8％）、「資格外活動(留学)」を含む「資格外活動」1,093人（同13.4％）、「専門

的・技術的分野の在留資格」1,031人（同12.7％）となっている。[別表１] 

 

 

 

 

 

４ 産業別外国人雇用事業所の割合（第4図） 

  産業別にみると外国人労働者を雇用する事業所は、製造業が30.7%（前年30.0%）、「建設業」が

14.8%（前年15.6%）、「宿泊業、飲食サービス業」が11.7%（前年10.7%）、「卸売業・小売業」

が11.5%（前年10.7%）の順となっている。 

  なお、製造業は外国人労働者数においても最も多く3,382人が就労しており、就労する外国人

労働者全体(8,130人)に占める割合も、41.6%となっている。[別表４] 

 
 
 

専門的・技術的

1,031人

12.7%

特定活動

167人

2.1%

技能実習

3,337人

41.0%

資格外活動

1,093人

13.4%

身分に基づく在留資格

2,502人

30.8%

外国人労働者数

8,130人

製造業

474所

30.7%

建設業

229所

14.8%

宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業

181所

11.7%

卸売業・小売業

178所

11.5%

サービス業
(他に分類されないもの)

124所

8.0%

その他

287所

18.6%

教育、学習支援業

71所

4.6%

外国人雇用事業所数

1,544所

２ 



 

 

５ 事業所規模別外国人雇用事業所の割合（第5図） 

  事業所の規模別では、外国人労働者を雇用する事業所数は「30人未満規模の事業所」が804事

業所と最も多く全事業所数(1，5444所)の52.1％と半数以上を占めている。  [別表８] 
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